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  傷病の状態等に関する届等に添付する診断書の様式及び特別加入の加入時 

  健康診断の健康診断証明書の様式の一部改正に伴う留意事項について 

 

 

 傷病の状態等に関する届等に添付する診断書の様式及び特別加入の加入時健康診断

の健康診断証明書の様式の一部改正については、平成 24年９月６日付け基発 0906第

５号「傷病の状態等に関する届等に添付する診断書の様式及び特別加入の加入時健康

診断の健康診断証明書の様式の一部改正について」（以下「局長通達」という。）に

より指示されたところであるが、その具体的運用に当たっては、下記に留意されたい。 

 

記 

 

１ 適用等について 

（１）局長通達の記の４（１）により改正した年金通知様式第２号の１及び第２号の

２が適用されるのは、具体的には次の場合であること。 

ア 平成 24年 11月１日以降に療養開始後１年６か月を経過する事案について、

傷病の状態等に関する届（様式第 16号の２）を提出させる場合 

イ 平成 25年１月１日に療養開始後１年６か月を経過し、同年１月１日から同月

末日までの間の日について休業（補償）給付を請求するに当たり、傷病の状態

等に関する報告書（様式第 16号の 11）を提出する場合 

なお、平成 26年以降も同様である。 

ウ 平成 25 年６月以降に、年金たる保険給付の受給権者の定期報告書(傷病用)

（様式第 18号(３)）を提出する場合 

（２）改正後の年金通知様式第２号の１、第２号の２及び特診様式第１号は、労働基

準行政システムに掲載するので活用すること。 



 

   なお、年金たる保険給付の受給権者の定期報告書(傷病用)（様式第 18号(３)）

に添付する診断書については、平成 25年６月報告分より、本省から改正後の様式

を傷病(補償)年金受給権者に送付するものであること。 

 

２ 肺機能検査及びその検査結果の判定について 

  改正に伴う肺機能検査の項目及び検査結果の判定の基準については、平成 22年６

月 28日付け基発 0628第５号「じん肺法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改

正する省令の施行について」及び同日付け基発 0628第６号「じん肺法における肺機

能検査及び検査結果の判定等について」により指示されているので、参考とするこ

と。 

 

 


